
（別　　図）

長野県（現地機関）

「アスベスト含有建材使用建築物 解体工事届出書」に係る届出フロー

建設事務所
(整備・)建築課

地域振興局
環境担当課※

届出情報共有

長野市、松本市以外の
市町村窓口

下記②の届出

長野市、松本市

下記②及び③の届出

① 本届出不要（石綿事前調査結果報告システムによる報告で対応）

対象：床面積の合計 ８０㎡以上
※建設リサイクル法の届出・通知は別途必要

② 建築基準法の工事届（除却届）に併せて届出

対象：床面積の合計 １０㎡超～８０㎡未満
届出時期：工事着手７日前

③ １０㎡以下の解体工事等を行う場合に届出
届出時期：工事着手７日前

届出 届出 届出

経 由

解体工事を行う者

直接建設事務所へ

下記③の届出

民間指定確認検査機関

下記②の届出

届出 届出先については、

安曇野建設事務所の管轄区域は

松本建設事務所に、

千曲・須坂各建設事務所の管轄区域は

長野建設事務所となります。

※地域振興局の環境担当課とは、
環境・廃棄物対策課、環境課及

び総務管理・環境課を指します。

経 由

経 由


